
保護者の皆様へ
令和３年８月１７日

いわき市教育委員会

子供たちの夏休みも、残すところ一週間となりました。市内では、新型コロナウイルス

の急激な感染拡大により、８月８日から同月末まで「まん延防止等重点措置」が適用され

ております。

つきましては、２学期開始時期においては、次のように対応しますので、保護者の皆様

には、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

なお、９月１日以降の対応については、後日改めてお知らせします。

対象期間 令和３年８月２５日（水）から令和３年８月３１日（火）まで

〇 午前中の３校時までの授業とします。

・ 換気の徹底、多くの人が手の届く距離に集まらない配慮、近距

離での会話や大声での発声を控えるなど、保健管理や環境衛生を

良好に保つための取組を徹底します。

・ 咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策を引き続き徹

底します。

〇 感染リスクが高いとされる給食の配膳やマスクを外しての会話を避けるため、給食

は実施しません。３校時の授業終了後は下校となります。

〇 放課後の部活動は実施しません。

家庭での過ごし方について ～家庭内でも感染症対策をお願いします～

〇 下校後は、感染拡大防止の観点からも、不要不急の外出は控えてください。

〇 学校からの課題を中心にしながら、家庭学習を進めてください。

〇 在宅時間が長くなりますので、帰宅後、子供だけで過ごす時間が

ある場合は、事前にお子様との約束事を決めてください。

（訪問者や電話への対応、火気の使用 等）

学校内での感染を防ぐために、引き続きご協力ください。

お子様に発熱等の風邪の症状がみられる場合には、登校を控えてください。その

場合、「出席停止」扱いになります。

また、ご家族に発熱等の風邪の症状がみられる場合にも、登校を控えてください。

この場合も「出席停止」扱いになります。

ご家族に、ＰＣＲ検査または抗原検査を受ける方がいる場合には、お子様の登校を

控えるようお願いします。その場合、欠席扱いとはならない場合もありますので、必

ず学校に連絡くださるようお願いします。


